
【輸出をめぐる主な論点】 
 

 （対応する主な課題） 

①使用済家電等の越境移動に伴い懸念される環境汚染 
②国内で処理されるべき廃棄物等の海外流出 
③バーゼル条約に基づくシップバック等の実施に係る問題 
 

廃棄物等の越境移動に関する個別論点（主な今後の対応の方向） 

◆取締り現場での迅速な規制対象物認定の実現 （問題①への対応）： 
客観的かつ短時間で規制対象物か否かを判断できる適切な基準を整備することで、取締りの実効性を確保。 

 

◆バーゼル法における国内処理原則の具体化 （問題②への対応）： 
  有害物は国内でなるべく処理するとの原則に基づいた輸出審査基準等を整備することで、使用済鉛蓄電池等の国内での
継続的・安定的なリサイクル処理を確保。 

 

◆措置命令等の迅速な実施の確保 （問題③への対応）： 
  外国政府からシップバック要請があった場合に迅速に措置命令等を発することができるようにすることで、シップバックの
迅速な実施を確保し、外国政府との調整を円滑化。 

 

◆廃棄物該当性の明確化等を通じた輸出の円滑化 
輸出に際して廃棄物処理法に基づく手続の要否を迅速に判断できるようにし、事業者負担を軽減。 

雑品スクラップに混入していたエアコン等
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韓国への使用済鉛蓄電池の輸出増加 我が国への輸入のニーズが高い電子部品
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【輸入をめぐる主な論点】 
 

 （対応する主な課題） 

③バーゼル条約に基づくシップバック等の実施に係る問題 
 

④電子部品スクラップ等の輸入手続上の問題： 
 金属リサイクル目的の電子部品スクラップの輸入について、我が国で手続に時間がかかるた
め、諸外国に比べて競争条件上の不利。 

廃棄物等の越境移動に関する個別論点（主な今後の対応の方向） ※続き 

◆我が国に廃棄物等が不法輸入された場合のシップバック手続の整備： 
我が国がシップバック要請する場合にも迅速な対応ができるようにし、事業者負担を軽減。 

 

◆環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続の簡素化 （問題④への対応）： 
  電子部品スクラップのように、輸入で特段の問題が生じていない特定有害廃棄物等について、輸入手続を簡素化し、諸
外国と対等な競争条件を確保。 

【その他の論点】 

◆事前相談（※）の在り方の見直し： 行政サービスの内容を改善することで、事業者の負担を軽減。 
※輸出入しようとする物が、バーゼル法又は廃棄物処理法の規制対象物に該当するかどうかの難しい場合に、環境省及び経済産業省で事業
者からの相談を受け付ける行政サービス 

 

◆試験研究目的での輸出入手続の整備： 試験研究目的での輸出入を円滑化し、技術開発を支援。 
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第二 具体的施策  
Ⅰ 新たな有望成長市場の創出、ローカル・アベノミクスの深化等 
 10．環境・エネルギー制約の克服と投資の拡大 
  （2）新たに講ずべき具体的施策  
         v)    資源価格の低迷下での資源安全保障の強化等  
             ①国内外での資源開発・確保の推進 
（抜粋） 
 

 国内外で発生した二次資源（使用済鉛蓄電池、電子部品スクラップ等）について、
我が国の誇る環境技術の先進性を活かしつつ非鉄金属のリサイクルを着実に進
めるため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第
108号）における規制の在り方等について、本年度中に検討を行い、その結果を

踏まえ、早期に必要な措置を講じる。加えて、「都市鉱山」の利用を促進し、リサイ
クル業者や非鉄製錬業者等の成長を図るため、情報技術等を活用し、動静脈連
携によりレアメタルなどの金属資源を効率的にリサイクルする革新技術・システム
を開発する。また、本年度中に小型家電リサイクル法に基づく再資源化目標の評
価・見直しを行うとともに、回収量増加に向けて取り組む。 

成長戦略（日本再興戦略2016） 平成28年6月2日閣議決定 

58 



特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会 
座長：慶應義塾大学 細田衛士教授 

 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」（バーゼル法） は、法制定か
ら20 年以上が経過し、当時と比べて国際的な資源循環が活発化している。 
 こうした社会の状況の変化を踏まえ、バーゼル法における輸出入等の規制の在り方
に関する事項について検討を行う。 

〇平成28年10月31日 第１回専門委員会 
  ・特定有害廃棄物等の輸出入等の管理に関する制度の概要と施行状況について 
  ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する論点について  等 
 
〇平成28年12月８日 第２回専門委員会  
  ・報告書（案）について  等 
 
※本専門委員会は、産業構造審議会の有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ
と合同で開催している。 

１．目的 

２．これまでの進捗 
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（８）優良な循環産業の更なる育成 

   

60 



グリーン購入を理由に、物品調達の 
総量を増やすこととならないよう配慮 

・ 調達方針を作成 

・ 調達方針に基づき調達推進 

地方公共団体 

できる限り環境物品等を選択 

事業者・国民 

・総合評価値（古紙パルプ配合率、白色度、 
 坪量等から算出）が80以上 
 （古紙偽装問題の対策として平成21年度より導入） 
・バージンパルプの場合は合法性の確保 
・総合評価値および内訳の表示、等 

各府省等 

基本方針の判断基準を
満たすコピー用紙の調

達を推進 

グリーン購入法基本方針におけるコピー用紙の判断の基準 

 

グリーン購入推進の具体例 

環境大臣による必要な要請 

 
 

調達方針を作成・公表 

調達方針に基づき調達推進 

調達実績の取りまとめ 

国等における調達の推進 

「基本方針」の策定 
・ 調達推進の基本的方向 

・ 特定調達品目及び判断の基準など 
（平成28年2月閣議決定、特定調達品目：21分野270品目） 

○環境負荷の低減に資する物品等の国等の公的部門による調達等の推進を通じて、環境物品等への需 
 要の転換を促進するため、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」が 
 制定された。（平成12年５月） 

国等の各機関 

グリーン購入の推進 
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